
平成十九年内閣府・法務省令第五号

投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令

証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（平成十八年法律第六十六号）の施行に伴い、投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止

等に関する命令を次のように定める。

（命令の廃止）

第一条　次に掲げる命令は、廃止する。

一　投資顧問業者営業保証金規則（昭和六十一年法務省・大蔵省令第一号）

二　信託受益権販売業者営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第三号）

（営業保証金の取戻し）

第二条　証券取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二百三条第三項又は証券取引法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第四十条第二項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする

者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。

一　取戻しをしようとする営業保証金に係るみなし登録第二種業者（改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をい

う。以下同じ。）又はみなし登録助言・代理業者（整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。）

の商号、名称又は氏名（みなし登録助言・代理業者にあっては、商号、名称又は氏名及び営業所名）

二　当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

三　取戻しをしようとする金銭の額若しくは取戻しをしようとする有価証券（その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律（平成

十三年法律第七十五号）の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。）又は営業保証金

に充てることについて金融庁長官が指定した有価証券の種類、回記号、番号、枚数、券面額及び供託価額

四　改正法附則第二百三条第四項又は整備法第四十条第三項に規定する権利（以下「権利」という。）を有していた者は、六月を下らな

い一定期間内に、別紙様式第一号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、この命令の施行の際みなし登録第二種業者

又はみなし登録助言・代理業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長（以下「管轄財務局長」という。）に提出す

べき旨

五　前号の申出書の提出がないときは配当手続から除斥される旨

２　営業保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を金融庁長官に届け出なければならな

い。

第三条　金融庁長官は、前条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出があった場合において、当該申出について理由があると認めると

きは、同項の公告に定める期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらか

じめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、当該期間内に申出書の提出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその

権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

２　金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければなら

ない。

３　配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

（仮配当表）

第四条　前条第一項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、第二条第一項の公告に定める期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表

を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

（意見聴取会）

第五条　第三条第一項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

２　第二条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出をした者又は供託者の代表者（以下「関係人」と総称する。）は、病気その他やむ

を得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

第六条　議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

第七条　議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。

２　議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させること

ができる。

第八条　議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、次回の期日

及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

第九条　議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

一　意見聴取会の事案の表示

二　意見聴取会の期日及び場所

三　議長の職名及び氏名

四　出席した関係人の氏名及び住所

五　その他の出席者の氏名

六　陳述された意見の要旨

七　口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨

八　証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目

九　その他議長が必要と認める事項

第十条　関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

（配当の実施）

第十一条　みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者の営業所に係る営業保証金のうちに、改正法第二十条による改正前の信託

業法（平成十六年法律第百五十四号）第九十一条第三項又は整備法第一条による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法

律（昭和六十一年法律第七十四号）第十条第三項の契約を当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者と締結している者が

供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者が供託した営業保証

金につき配当を実施しなければならない。
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（配当の手続）

第十二条　管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則（昭和三十四年法務省令第二号）第二十七号から第二十八号の二までの書式によ

り作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなけれ

ばならない。

２　管轄財務局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを供託者に交付しなければならない。

３　前二項に定めるもののほか、営業保証金の払渡しについては、供託規則の手続による。

（証明書の交付）

第十三条　管轄財務局長は、第二条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出がなかった場合又は前条第一項の手続をした後において営

業保証金の残額があった場合は、別紙様式第二号による証明書を第二条第一項の公告をした者に交付しなければならない。

第十四条　営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条

により交付を受けた証明書をもって足りる。

（公示）

第十五条　第三条第一項及び第二項、第四条並びに第八条に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

２　前項の規定による公示の費用は、第二条第一項第四号に規定する申出書の提出をした者の負担とする。

附　則

（施行期日）

第一条　この命令は、改正法の施行の日から施行する。

（外国証券会社営業保証金規則の廃止等に関する命令の廃止）

第二条　外国証券会社営業保証金規則の廃止等に関する命令（平成十年総理府・法務省・大蔵省令第三号）は、廃止する。

附　則　（令和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号）

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和二年一二月二三日内閣府・法務省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年六月三〇日内閣府・法務省令第五号）

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品

の販売等に関する法律等の一部を改正する法律（令和二年法律第五十号）の施行の日（令和三年十一月一日）から施行する。
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別紙様式第一号（第二条第一項第四号関係）

 

 

別紙様式第一号（第二条第一項第四号関係） 

（日本産業規格Ａ４）  

 

 年  月  日   

   金融庁長官 殿 

   住  所                   

                 

氏  名（名称および代表者の氏名）     

   

 

                申     出     書 

 

 下記のとおり投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関す

る命令第２条第１項第４号の規定により権利の申出をいたします。 

 

１ 債権者の名称及び住所 

 

２ 債権額 

 

３ 債権発生の原因たる事実 

 

４ その他参考となる事項 

 

（記載上の注意） 

  氏を改めた者においては、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 30条の 13

に規定する旧氏をいう。）及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。 
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別紙様式第二号（第十三条関係）

別紙様式第二号（第十三条関係） 

（日本産業規格Ａ４）  

証 明 書 

１ 払戻しを受ける供託者の名称および住所 

２ 払戻しを受ける供託物の内容 

 イ 金銭の場合 

金 額 供託年月日  供 託 番 号  法 務 局 名  

円

計   

ロ 有価証券の場合 

銘柄 回記号 番号 枚数 券面額
券面 

額計 

供託 

価額 

供 託

年月日

供託 

番号 

法務 

局名 

    円 円 円

計    

 ハ 振替国債の場合 

供 託 所 名  供 託 番 号  銘    柄 金    額 

円

 上記のとおり証明する。 

   年  月  日 

金融庁長官 印  

 住所 

          殿 
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